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はじめに 

府中市庁舎建設基本計画市民検討協議会（以下、市民検討協議会という。）は、公募市民

17 名と公共的団体構成員 8 名の計 25 名が協働し、新庁舎に必要な機能など庁舎建設に関

する意見を市長へ報告するため、計 7 回に渡り議論を重ねてきました。 

 

市民検討協議会の第 1 回では、「ふちゅうらしさ」について意見を出し合い、そこで改め

て分かったことは、多くの市民が府中に愛着を持っており、これからもずっと府中が市民

にとって住み続けたいまちであることを願っているということです。 

 

本提言書は、市民と行政が「協働」し、将来を見据えた府中のあるべき姿として、歴史･

伝統･文化を背景に、水と緑の豊かな環境の中で、世代を超えた市民が笑顔で暮らせるまち

づくりを進めるために重要な役割を果たす新庁舎のイメージを個々に思い描きながら出し

合った意見をまとめたものとなっています。 

 

新庁舎の建設にあたっては、本提言書をはじめ、さらに多くの市民の声が反映された「市

民に親しまれ、府中らしさを受け継ぐまちづくりの拠点となる庁舎」が実現されることを

切に願います。 

 

 

平成 25 年 12 月 

 

府中市庁舎建設基本計画市民検討協議会委員一同 
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1. 市民検討協議会等について 

1.1. これまでの庁舎整備に関わる検討協議会の発足経緯 

基本構想  「府中市庁舎建設検討協議会」を平成２２年度に設置。 

学識経験者、関係団体代表者、関係行政機関職員、公募市民の計 20 人で構

成され現庁舎における問題点の整理、庁舎建設の基本的方針などについて検

討を行った。  

 

基本計画  「府中市庁舎建設基本計画市民検討協議会」を平成２５年度に設置。 

  公募市民１７名及び公共的団体の構成員８名の計２５名で構成され、庁舎

に必要な機能や現状の改善点について利用者の立場で検討を行った。 

「府中市庁舎建設基本計画職員検討会」を平成２５年度に設置。 

 府中市職員３５名で構成され、庁舎に必要な機能や現状の改善点について職

員の立場で検討を行った。 

 

1.2. 市民検討協議会の提言書について 

本提言書では、市民検討協議会としての意見集約が図られた項目のみならず、庁舎建設

に関する幅広い意見･要望･提案事項等、委員個別の意見についても併せて掲載しています。 
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2. 提言のまとめ 

2.1. 市民に親しまれる庁舎 

市民活動が活発であることは、府中の特徴のひとつであると考えます。新庁舎が担う役

割のひとつとして、市と市民や自治体相互の関係を良くする「場の提供」、府中の観光ＰＲ、

市職員や市長との交流を図るなどのあらゆる「機会の提供」であることが言えます。 

また、災害時には情報発信拠点となり、市民の安心を支える役割も必要となります。 

新庁舎建設にあたっては、日常的にも災害時においても、誰にとっても使いやすい庁舎

となるよう配慮することが重要と考えます。 

 

2.2. 府中らしい庁舎 

「水と緑の豊かな空間」「歴史と伝統と文化を持つ」「活発な市民協働・活動」を府中ら

しさの軸として新庁舎の具体的な計画を検討すると同時に、運用面においても検討を進め

ていくことが望まれます。 

新庁舎が、歴史ある豊かなけやき並木や大國魂神社の自然環境等と調和し、府中の歴史

や伝統、文化の特色を生かした計画、運用とすることで日々の市民の生活に溶け込む府中

らしい個性ある庁舎になることを望みます。 

 

2.3. まちづくりの拠点となる庁舎 

計画地は、歴史ある市の中心部に位置し、府中駅と府中本町駅の賑わいをつなぐ場所と

なります。新庁舎は、市民と行政が日常的に集い市民協働、企業参画及び産官学連携を実

行する場となり、まちづくりを推進するための拠点となることを望みます。 
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3. 個性が光る市庁舎の実現に向けて 

市庁舎の役割は、これまでの「街のシンボルとして存在すること」に加え「市民サービ

スのための施設」へと変化しています。各自治体の取組を参考にしながら、個性ある新庁

舎を実現するために必要な機能などについて検討を行いました。 

3.1. ふちゅうらしさ 

府中の個性ある新庁舎の実現にむけて、特筆すべき府中の「個性」にあたるものは 

・水と緑の豊かな空間  ・歴史と伝統と文化を持つ  ・活発な市民協働、活動 

と考えます。これらを府中らしさの軸として新庁舎の具体的な計画を検討すると同時に、

運用面においても必要な検討を推進していくことが望まれます。  

けやき並木 府中崖線 西府湧水 

水と緑の豊かな空間 

大國魂神社 例大祭 遺跡 

 

歴史と伝統と文化を持つ 

福祉まつり・PR コーナー 児童・生徒のボランティア 援農ボランティア 

活発な市民協働・活動 
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(1) 府中市のよいところ 

・大國魂神社や多摩川など自然や緑に恵まれている 

・田畑や水路などバランス良く構成されており、できる限り残してほしい 

・例大祭で地域のつながりが生まれる 

・府中市内には駅が多くあり便利 

・府中市外へのアクセスが良い 

・遺跡など歴史的資産が多い 

・治安の良さや政治の安定が施設利用の便利さを支えている 

・生涯学習センターや中央文化センターなど公共･公益施設が充実しており、使いや

すく低料金である 

・競馬場や競艇場など有名な施設が多い 

・交付手数料が他市より安い 

・道路など公共施設の手入れが行き届いている 

・農工大や農業高校など、府中の個性である「緑」を根付かせてくれる学校がある 

・外語大と連携した市民聴講生の派遣制度があり、学習環境が整っている 

 

(2) 府中市の改善すべきところ 

・市役所近くに商業施設があれば賑わいが生まれる 

・発掘された遺跡が活かされていない 

・旧町名を残してほしい 

・けやき並木の歩車分離が良くない 

・公共施設の運営に税金をかけすぎている 

・市民と職員の交流が尐ない 

・学校などの時間外利用ができない 

 

(3) その他、新庁舎を計画するに当たって考えるべきこと 

・武蔵野の国の国府が置かれた歴史ある街とする 

・周辺にある良い思い出や地域に根差したものを受け継ぎ、愛着がわく親しみのあ

る庁舎とする 

・市役所機能の一部を有している各文化センターを考慮して計画する 
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3.2. 庁舎機能：フリースペース 

市内に多数ある企業・学校との産官学の連携を図るなど、府中らしさを生かしたスペー

スの使い方を検討する必要があります。市民活動の拠点として計画が進められている府中

駅前の再開発（Ａ地区）と新庁舎との役割を考慮しつつ、相互の関係を繋げ、より活発な

活動を促すことを望みます。 

また、計画地に隣接する大國魂神社は府中市が誕生する前から存在するなど、この街に

は守るべきものがあります。庁舎の中にそれらを活性化させる施設を配置し、新たなコミ

ュニティを増やす動きが生まれることを望みます。 

 

(1) 伝統･文化を発展させるための庁舎におけるフリースペースの活用方法 

・フリーマーケットの開催 

・市の歴史に関係する展示 

・お囃子やくらやみ祭りの PR 

・東芝やサントリーのラグビーチームの紹介 

・競馬に関する展示 

・くらやみ祭りを観覧できる場の設置 

 

(2) 市民活動における市民と行政の関係をより良くするための庁舎の役割 

場の提供 

・自治会相互の架け橋となる場の提供 

・三多摩地域の拠点となる場の提供 

・自治会やボランティア、民生委員が集ま

る際に利用できる会議室や談話室 

・障がい者が働けるカフェやレストラン 

  

パブリックスペースをイベント時に利用 
(町田市庁舎) 

外部空間をイベント時に利用(甲府市庁舎) 展示スペース(甲府市庁舎) 
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機会の提供 

・若者へ市役所の役割をＰＲする機会 

・観光ＰＲの機会 

・市長･市職員との交流の機会 

・市民にとって身近な施設となるよう、子どもを対象としたイベントの開催 

 

災害時対応 

・災害時の情報発信拠点 

・通常時に利用しているスペースを、災害

時にはマンホールをトイレとして使用す

るなど、機能を転換して対応できるフレ

キシブルな庁舎 

・災害時における連絡手段の確保（公衆電

話、電子メールの対応） 

・災害時における物資の提供場所 

 

(3) その他 

・年中無休で土日も開庁する 

・災害時にＦＭ放送を活用する 

・職員が働きやすい環境をつくる 

・来庁者の手続き時間を短くする 

・展示会場やホールなどの機能は必要ない 

  

マンホールトイレのイメージ 

通常時(左)、茶会とピアノコンサート(右) 
(町田市庁舎) 
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3.3. 庁舎機能：防災拠点、災害対策機能 

市民に対して正確な情報を、迅速に発信する事が最も重要です。その為のバックアップ

サーバーや電源確保を確実に行う事が必要と考えます。また日常的に防災意識を高めるた

め、市民と職員合同の避難訓練を行う事を望みます。 

 

(1) 災害対策拠点としての機能 

・免震構造の庁舎 

・災害対策本部を庁舎に設置する 

・事業継続計画、地域防災計画に基づいた計画立案が必要 

・災害時には庁舎内に簡易病室を設置する 

 

(2) 災害情報 

・正確に把握できる情報を市民へ発信する仕組みづくり 

・市全体の状況を迅速に把握できる仕組みづくり 

・地域の状況に即した情報を発信する仕組みづくり 

・地震等の災害時に建物内の避難誘導が迅速に行われる仕組みづくり 

 

(3) 避難経路 

・災害時のことも考え、通路や階段の幅を広めに確保する 

・庁舎内で被災した場合の避難場所、避難経路を明示する 

 

(4) 避難訓練 

・市民と職員とが合同で避難訓練を実施する 

・小中学校との連携を図る 

・防災意識の向上を図る  

表 庁舎における構造種別に関して 
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3.4. 庁舎機能：市と市民を日常的につなぐ窓口 

新庁舎に初めて来た人や、高齢者、障がい者など誰にとっても分かりやすく利用しやす

い施設とすることを望みます。また窓口の形態についても、可能な限り来庁者が移動しな

くて済むような動線の検討を行う事を望みます。 

 

(1) 手続きが分かりやすい窓口 

・総合案内人（コンシェルジュ）を複数名配置したり、色を用いたり大きな文字で 

表記するなど、初めて来庁した人にも分かりやすいサインとする 

・福祉（高齢者、障がい者など）、子育てに関する課は総合窓口が望ましい 

・整理券を発行する  

施設入口での総合案内 
(甲府市庁舎) 

コンシェルジュによる書類の書き方案内 
(立川市庁舎) 

 人による案内の例 
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(2) 身近な存在の窓口 

・総合案内に書類の記入や、手続きに必要な部署を案内するコンシェルジュを配置

する 

・市役所職員の再雇用など、庁内の業務に精通している人材を活用する 

・プライバシーに配慮し、相談内容に応じて使い分けられる場所を設置する 

・誰もが利用しやすいよう、カウンターの高さに配慮する  

ローカウンター＋仕切り板 

(小牧市庁舎) 

相談室 

(立川市庁舎) 

手続き名称による案内表示 
(長岡市庁舎) 

発券機+待合にモニター設置＋カウンターに番号表示 
(青梅市庁舎) 

 表示･案内の例 

課名+課の番号表示/シンプルな色で表示 

(町田市庁舎) 

わかりやすいサイン 
(甲府市庁舎) 
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(3) 待ち時間も有効に過ごせる市庁舎に 

キッズコーナーの設置 

・親が手続きをしている間、子どもを怪我

の心配なく遊ばせることができるキッ

ズコーナーを設置する 

・担当のスタッフの配置に関しては、検討

が必要 

情報コーナーの設置 

・府中に住みたいと思っている人に対し、 

必要な手続き内容、利用可能な施設等の府中の魅力を伝える情報を発信する 

・市の課題や行事の映像を流す 

・観光協会、ふるさと府中歴史館の資料の配布および展示 

・市内各地や市庁舎内で開催されるイベントの PR 

 

物販・飲食機能の設置 

・情報交換、待合場所として、カフェを設置する 

・コンビニなどの売店を設置し、府中産の農産物や福祉団体が扱う品物を販売する 

・市内企業が製造した商品の試飲、

試食コーナーを設置する 

・母親が気軽に相談できるコミュニ

ティスペースを設置する 

・食堂や売店から収入を得られる仕

組みをつくる 

・食堂の営業時間を今より延長する  

キッズコーナー(町田市庁舎) 

庁舎内売店(甲府市庁舎)  

パンフレットコーナー(長岡市庁舎) 企画展示コーナー(甲府市庁舎)  
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その他 

・福祉、子育てに関する窓口を低層階へ配置する 

・植栽を配置したり、アトリウムを活用するなど開放的な空間とする 

・Wi-Fi の利用が可能なコーナーを設ける 

・ペットが入館可能な庁舎とする 

 

3.5. 庁舎機能：議場 

多目的な利用が可能な議場とするほか、議員や執行部の顔が見える市民に開かれた議場

とすることを望みます。 

・議員や執行部の顔が見える傍聴席の配置とする 

・小中高生達の模擬議会や審議会、協議会などに対応できる議場とする 

・結婚式、コンサートなどにも使うことができる議場とする 

・カメラを設置し、ネット等で広く配信する  

議場(千代田区庁舎) 議場多目的利用時(千代田区庁舎) 

議場(東庄町) 議場多目的利用時(東庄町) 

待合ロビー(甲府市庁舎) 待合い兼多目的スペース(小牧市庁舎) 
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3.6. 庁舎機能：ユニバーサルデザイン 

人種、性別、年齢、身体的特徴などに関わらず、多くの人の利用が可能となる考えのも

と、製品、建物、空間がデザインされることをユニバーサルデザインといいます。 

現庁舎では、建物の老朽化や増築により生じた高齢者や障がい者にとって使いにくい箇

所が見受けられます。新庁舎を計画する際には、それらを改善するとともに、誰もが使い

やすい施設となるよう配慮する事を望みます。 

 

(1) 交通ユニバーサルデザイン：階段・通路など 

・ゆるやかな勾配の階段及びスロープを設

置する 

・来庁者人数を考慮した動線を計画する 

・凹凸の尐ない点字ブロックを採用する 

・駐輪場を増やす 

・公共交通機関を利用して来庁する人のア

プローチに配慮する 

・今後の高齢化社会に向けて、最寄り駅と市庁舎を結ぶシャトルバスを新設するな

どアクセス面に配慮する 

 

(2) 情報ユニバーサルデザイン：案内表示 

・歩行距離が短くなる案内を行う 

・高齢者に配慮し、案内表示はわかりやす

い日本語で表記する 

 

(3) その他 

・トイレの洗浄ボタンは手動にする 

・トイレの洗浄ボタンは自動にする 

・障がい者専用の総合窓口を設置する 

・各フロアに休憩所を設置する 

・広く明るい庁舎にする  

多目的トイレ(甲府市庁舎) 授乳室(長岡市庁舎) 

点字ブロック・入口案内カウンター(町田市庁舎) 

車いす駐車場(つくば市庁舎) 
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3.7. 庁舎メンテナンス、将来性 

(1) メンテナンスについて 

・計画の初期段階から、更新しやすい設備の導入を検討する 

・維持保全にかかる費用とメンテナンスの手間を低減する計画とする 

 

(2) 将来性について 

・民間委託、行政の役割拡大、人口増加傾向を想定し、ある程度スペースに余裕を

もった計画とする 

・社会状況の変化に対応出来る IT ネットワークの設計や、最大使用電源の想定に配

慮した計画とする 

・社会状況の変化に対応するため、老朽化や低利用率の施設等の機能更新や統廃合

を行い、一部機能を新庁舎に併設する 

・市民や企業の活発な活動を支える庁舎とする 

 

(3) その他計画内容について 

・多摩産材の木材を利用したぬくもりのある内装とする 

・シンプルで緑と調和する建物とする 

・大國魂神社周辺のハトやカラス等の対策を施した計画とする 

・建設工事の際には、近隣住民に対して十分な説明を行う 

・敷地が府中街道に面しているため、渋滞が生じないような車両動線計画とする 

・市民が利用できる給湯室や水飲み場（ウォータークーラー）を設置する 

・老朽化対策について、専門家の意見を反映した計画とする 

・太陽光パネルの採用などを検討し、環境に配慮した計画とする。目指す CASBEE

のランクについては、ライフサイクルバランスの関係を考慮した検討を行う。 

 

3.8. 庁舎のセキュリティ 

・夜間、休日の入館者に対するチェック機能を強化する 

・執務室、廊下、トイレなど、エリアごとにセキュリティ計画を立てる 
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資料 1 府中市庁舎建設基本計画市民検討協議会の検討経緯 

 

回 開催日 場所 主な内容 

第1回 
平成25年8月3日（土） 

午前10時から 
北庁舎会議室 

○依頼状等の伝達 

○プロポーザル提案の説明 

○今後の進め方の説明 

○グループディスカッション 

～ふちゅうらしさとは～ 

第2回 
平成25年8月24日（土） 

午前10時から 
北庁舎会議室 

○他自治体の事例紹介 

○グループディスカッション 

 ～府中の個性が光る市庁舎を実現する為に～ 

 ・「歴史、伝統、文化」を発展させるための庁舎に

おけるフリースペースの活用について 

 ・市民活動における市民と行政との関係をより良く 

するための庁舎の役割について 

第3回 
平成25年9月21日（土） 

午前10時から 
北庁舎会議室 

○グループディスカッション 

 ～個性ある新庁舎、ふちゅうで実現～ 

・現庁舎について、利用者の目線で気付くことや 

感じていること 

・庁舎におけるユニバーサルデザインについて 

第4回 
平成25年10月12日（土） 

午前10時から 
北庁舎会議室 

○グループディスカッション 

 ～防災拠点としての市庁舎～ 

・東日本大震災の際に市民の目線で感じたこと 

・新庁舎において検討、改善するべきこと 

第5回 
平成25年11月2日（土） 

午前10時から 
北庁舎会議室 

○グループディスカッション 

 ～個性ある新庁舎、ふちゅうで実現～ 

・手続きが分かりやすい窓口にするために 

・身近な存在の窓口にするために 

・待ち時間も有効に過ごせる市庁舎 

第6回 
平成25年11月16日（土） 

午前10時から 

ふるさと府中 

歴史館 

○全体ディスカッション 

 ～新庁舎における機能について～ 

 

第7回 
平成25年12月14日（土） 

午前10時から 

ふるさと府中 

歴史館 

○まとめ 
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資料 2 府中市庁舎建設基本計画市民検討協議会設置要綱 

 

平成２５年５月１７日 

要綱第７７号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、府中市庁舎建設基本計画の策定に当たり、市民の意見を反映させ

るため、府中市庁舎建設基本計画市民検討協議会（以下「協議会」という。）を設置し、

その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、庁舎機能、事業手法その他の府中市庁舎建設基本計画の策定に関す

る事項のうち、特に市民の意見を反映させる必要がある事項について検討及び協議をし、

その結果を市長に報告するものとする。 

（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が依頼する委員２５人以内をもって

組織する。 

(1) 公募による市民１７人以内 

(2) 既存の市庁舎の周辺地域の住民、事業者等が構成する団体の構成員８人以内 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、前条の規定による市長の依頼を受けた日から所掌事務が完了す

る日までとする。 

（協議会の会議） 

第５条 協議会の会議は、市長が招集する。 

２ 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の進行は、政策総務部政策課の職員が行う。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、政策総務部政策課において処理する。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

付 則 

１ この要綱は、平成２５年５月１７日から施行する。 

２ この要綱は、第４条に規定する委員の任期が満了する日をもって、その効力を失う。 

付 則（平成２５年７月３１日要綱第９３号） 

この要綱は、平成２５年７月３１日から施行する。 
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資料 3 府中市庁舎建設基本計画市民検討協議会委員 

 

氏名 選出区分 備考 

青野 まり 公募市民  

市川 美佐男 公募市民  

小川 曉男 公募市民  

加藤 孝子 公募市民  

坂本 智子 公募市民  

迫 愛弓 公募市民  

澤田 浩宜 公募市民  

曽根 真子 公募市民  

高橋 成忠 公募市民  

田邉 康志 公募市民  

筒井 孝敏 公募市民  

内藤 安雄 公募市民  

中島 武夫 公募市民  

登 弘毅 公募市民  

室 英治 公募市民  

山口 真哉 公募市民  

横道 知美 公募市民  

鈴木 和夫 公共的団体構成員 宮西町三和自治会 

石間 照久 公共的団体構成員 宮西町三和自治会 

福井 隆 公共的団体構成員 宮西町神戸自治会 

秋元 秀一 公共的団体構成員 宮西町神戸自治会 

梶川 又一 公共的団体構成員 宮西町神戸自治会 

岡野 光男 公共的団体構成員 本町一丁目自治会 

岸 義幸 公共的団体構成員 本町一丁目自治会 

北島 章雄 公共的団体構成員 本町一丁目自治会 

(敬称略･順不同) 
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資料 4 庁舎建設ふちゅうかわら版（第 1 号～第 5 号）  
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